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					ここでは、特定技能外国人の人材紹介を受けるときに把握しておきたいポイントをご紹介していますが、特定技能には1号１と2号の2種類があります。1号は、特定産業分野に関する知識および経験が欠かせない業務に従事する外国人向けの在留資格です。2号は、熟練した技能を必要とする業務に従事するなどの違いがありますので、このような種類や基本的な違いなどについて把握しておきましょう。これは、外国人を採用・雇用するためにい知っておくべきポイントの一つです。

					
						目次
							
								特定技能外国人の人材紹介を受ける！知っておきたいポイントなどについて紹介
									人材紹介の対象となる特定技能外国人の定義とは
	人材紹介が受けられる特定技能に含まれる業種の種類とは
	特定技能1号の外国人の人材紹介を受けるための条件
	人材紹介を受ける外国人が特定技能の在留資格を申請する条件
	特定技能外国人の人材紹介を受けるリスクとは？
	特定技能外国人の人材紹介の受け入れ側の義務
	特定技能外国人の人材紹介を行うために必要な資格
	信頼できる特定技能外国人の人材紹介会社の見極め方
	特定技能外国人の人材紹介を受ける際に英語は必要なのか？
	特定技能外国人の人材紹介に関するトラブル事例

	特定技能外国人の人材紹介によって業務効率化ができたケース

	人材紹介でやってくる特定技能外国人の出身国とは？

	特定技能外国人の人材紹介を受けるのに必要となる費用

	人材紹介を受けた特定技能外国人の活用方法



							


					

					

					人材紹介の対象となる特定技能外国人の定義とは

					人材紹介の対象となる特定技能外国人の定義とは、専門的な知識をスキルを持ち日本国内でそれらを活用するために招聘された人たちのことです。特定技能外国人はある種の専門分野における高度な知識やスキルを持っています。建設業や農業、宿泊業など日本国内で需要の高い分野が含まれるのが特徴です。彼らは高度な作業や技術を提供するために選ばれており、専門分野での経験や実積が評価されます。
特定技能外国人は日本国内の雇用主によって招聘されるという特徴もあります。日本の企業や団体に雇用されて専門分野での業務を遂行します。雇用主は優秀な人材の知識やスキルを活かして労働力の不足を補うことができます。人材紹介の対象とされる人々は高度な知識とスキルを持ち国内で一定期間にわたり働くために招聘されます。日本が度重なる消費税の増税によって経済が衰退し人口が減少し続けています。特定技能外国人は特定の分野における業務を通して、日本の産業振興や経済成長に貢献する役割を果たします。

					

					人材紹介が受けられる特定技能に含まれる業種の種類とは

					バリバリ働く総合職の人材以外にも、作業にそれなりのスキルがあれば外国人でも行える業種はいくつもあります。そのため、特定技能の人材紹介で外国人が派遣されることもあり、とにかく手が足りない業界では助かる存在になっているようです。特定技能に含まれる業種の種類としては、介護や清掃、建築業などがあります。また技術が高くなるものの、造船や自動車整備などの工場系もそれに入ってくるため即戦力を求める会社は把握しておくべきでしょう。なかなか抵抗のある会社もあるでしょうが、使っている人が多いほど低賃金のスタッフは助かる存在です。期間労働もそうですが、繁忙期だけ人を多く入れて対処する会社などは相性が良いかもしれません。この特定技能は12分野14種が選定されており、今は使うつもりがなかったとしても、自社の業務が該当するか調べておくと良いのです。大変な時に緊急で通常の募集を掛けても、早々集まるものではないからです。

					

					特定技能1号の外国人の人材紹介を受けるための条件

					外国人の特定技能1号の人材を効果的に採用するためには、さまざまな条件を検討することが重要になります。まずこれらの人材を採用する場合には、求めるスキルと経験が一致しているか確認しましょう。日本国内で必要な業務を行なうために必要な技能を持っているかどうかを評価することがポイントです。このような仕事は国内での業務が主体となるため、日本語のコミュニケーション能力が求められるでしょう。求職者は日本語スキルを事前に確かめ、業務遂行やチーム内コミュニケーションに問題がないかを確認しましょう。さらに特定技能1号の雇用には、法的な要件や手続きが関わってきます。労働条件やビザ取得など、法的な側面を遵守するための体制を整えることが必要となります。そして人材にとって大切なのは働きやすい環境を提供することです。労働時間や福利厚生など、働くための基本的なところをしっかりと整え、モチベーションを維持する努力を行うと尚良いでしょう。外国人の場合は、異文化間でのコミュニケーションが求められることがあります。そのため日本の職場文化や習慣を理解し、きちんとしたサポートを提供することで、よりスムーズな業務遂行が期待できます。人材紹介は選考プロセスを透明かつ公平に行いながら、企業の成長と発展に貢献する外国人を迎え入れることができるでしょう。

					

					人材紹介を受ける外国人が特定技能の在留資格を申請する条件

					外国人が人材紹介を受けて日本で働く場合、定められている特定技能に該当する職業でなければいけません。特定技能は深刻な人手不足が発生している分野に限定して受け入れを行うもので、在留資格を申請する際にも日本に来てからの職業は条件の一つとなります。特定技能を利用して在留申請を行う場合には、各分野の試験に合格する必要があります。また、1号においては日本語試験の合格も必須となっているため、外国人によっては事前の学習を行わなければいけないでしょう。ただし、たとえば技能実習2号を修了している場合は、関連する一部分野においては試験が免除されるなどの配慮もされています。日本語基礎テストや日本語能力試験、さらに介護分野では介護日本語評価試験などが在留資格を申請するために必須です。日本で働く予定の外国人が特定技能を有することを証明するために、国内や海外でˆ実施されている分野ごとの技能試験のクリアも求められています。

                    
                    

					特定技能外国人の人材紹介を受けるリスクとは？

					特定技能外国人を受け入れる際には以下のようなリスクがありますので、人材紹介会社や弁護士に相談し回避することが重要です。

日本の特定産業分野において相当程度の技能を有し、即戦力として働くことが可能な外国人である必要がありますが、すべてが必要な技能や日本語能力を有しているとは限りません。就労ビザを取得する必要がありますが、必要な技能や日本語能力を有していない、犯罪歴がある事や健康状態が悪いなどの理由で却下される場合があります。日本の労働基準法の適用を受けますが、すべてが労働基準法を遵守しているとは限りません。

実務面以外にも、日本語能力が必ずしも高くないためコミュニケーションがうまく取れない場合や日本文化に慣れていない場合があり、コミュニケーション不足や文化の違いによるトラブルが発生する場合や犯罪に巻き込まれる可能性があります。

特定技能外国人は、日本の労働力不足を解消する重要な役割を果たすことが期待されています。リスクを理解し適切な対応をすることで、特定技能外国人を有効に活用することができます。

					

					特定技能外国人の人材紹介の受け入れ側の義務

					人材不足解消のために、特定技能外国人を活用しようと検討している企業はたくさんあるのではないでしょうか。日本人の若者を確保するのが難しくなってきており、特に中小零細企業などにとっては死活問題です。特定技能外国人の人材紹介によって若い労働力を確保しようとするのも当然でしょう。しかし、特定技能の外国人を受け入れる場合には、様々な義務も発生します。例えば、採用した外国人が円滑に生活・活動ができるように支援をしなければならないとされています。支援計画を作成し、それを着実に実施しなければなりません。実際どのような支援が必要かというと、例えば、住居確保のための契約サポートや、出入国の際の送迎、日本のマナーなどの生活オリエンテーション、日本語習得のための機会の提供、苦情への対応等々です。こんなに色々サポートが必要となると、少々面倒に感じる人もいるかもしれません。そんな時は、登録支援機関に支援を委託することも可能です。

					

					特定技能外国人の人材紹介を行うために必要な資格

					特定技能外国人の人材紹介を行うために必要な資格には、主に「特定技能外国人紹介事業者登録」が挙げられます。これは日本国内で採用を希望する企業や雇用者に対して、適切な外国人の人材を提供する業務を行うために必要なものです。
登録を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。まず法人格を持つ企業であることが求められます。信頼性と信用性を示すために、過去の経歴や業務実績についての情報提供も必要です。さらに特定技能外国人の採用に関する適切な知識と経験を持つスタッフを配置することが求められます。
取得後は厚生労働大臣の登録を受けることで、正式に人材紹介の業務を開始できます。これを持つことで、企業や雇用者は安心して特定技能外国人の採用活動を行い、外国人労働者も適切な労働条件で働くことができる環境が整います。
日本の労働市場において多様性を受け入れる上で重要な役割を果たします。この資格を取得することで、適格な外国人労働者を選定し、日本の経済や社会に貢献する機会を提供できることになります。しかし責任ある仕事であるため、常に法令の遵守や適正な労働条件の確保に努めることが不可欠です。

					

					信頼できる特定技能外国人の人材紹介会社の見極め方

					信頼できる特定技能外国人の人材紹介会社の見極め方としては、まず日本の法令に基づいて正規に登録や認可を受けているかどうか確かめる必要があります。違法な会社と取引を避けるには国から認可されていることをしっかりと確認しなければなりません。インターネット上のレビューや口コミ、他の雇用主の意見を調査することも大切です。会社の評判や実積を慎重に確かめれば、安心して特定技能外国人を受け入れることができます。
信頼できる会社は提供する情報が明確で透明性が優れているという特徴があります。契約内容や手数料、労働条件や福利厚生など分かりやすく説明してくれる会社がおすすめです。信頼性の優れた会社は雇用主のニーズを把握した上で適切な労働者を提案するため、丁寧なカウンセリングを行います。たんに労働者を紹介してくれるだけでなくマッチングにも力を入れている会社を選ぶとよいでしょう。特定技能外国人に関する法的知識を持ち、適切なアドバイスがもらえる会社を選ぶと様々な手続きをスムーズに進めることができます。

					

					特定技能外国人の人材紹介を受ける際に英語は必要なのか？

					自社の労働力不足を補うために、特定技能外国人を受け入れたいと考えている経営者は多いのではないでしょうか。ただ、特定技能外国人の人材紹介を受けるとなると、言葉の壁が心配になる人も多いはずです。受け入れる側としても、英語くらいは話せないと厳しいのではと考えるかもしれません。しかし、その心配は基本的に無用です。特定技能外国人は、事前にかなり日本語の勉強をしています。ほとんどの人は、日常的な会話くらいはできるレベルに達していますから、こちら側が語学のトレーニングをする必要はありません。紹介される外国人は、東南アジアなどから来る人が多いですが、全員に英語が通じるというわけでもありません。フィリピン人でもタガログ語しか話せないという人もいたりします。それでも、日本語が通じない場合の代替手段として色々な言語を勉強しておくのはいいことです。受け入れを機に勉強してみるのもいいでしょう。異文化交流ができるのも特定技能の醍醐味です。






特定技能外国人の人材紹介に関するトラブル事例


人材紹介を通して特定技能外国人の受け入れを行うにあたり、トラブルが発生する可能性も考えられます。
どのようなトラブル事例があるのかを事前に知っておけば、対処や対策を用意することができるでしょう。
よくあるトラブルとしてあげられるのは、失踪や途中帰国、外国人同士の揉め事などです。
受け入れた外国人がある日突然失踪してしまった、集団でいなくなったしまったなどのトラブル事例を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
定期的な面談などを行っていても、特定技能外国人の心情を理解するのは難しいのが現状です。
不調を正直に話すことができず、思い詰めた末に失踪することもあり得ます。
また、途中帰国も同様によくある事例となっています。
当初考えていた仕事と違った、日本での環境に馴染めなかったなどが理由です。
休暇で帰国したのちに戻って来なかった例もあり、途中帰国にも注意が必要となっています。
この他に外国人同士の喧嘩や、金銭トラブルなどもありがちです。






特定技能外国人の人材紹介によって業務効率化ができたケース


特定技能外国人の人材紹介によって、ある企業が業務効率化を実現した事例があります。
この企業は、IT部門においてプログラミングのスキルを持つ特定技能外国人を積極的に採用しました。
最初は企業内のプログラム開発チームは日本国内のエンジニアのみで構成されていましたが、プロジェクトの遅延や品質の問題が頻発していました。
そこで、特定技能外国人の導入を検討しました。

外国人エンジニアたちは高度なプログラミングスキルと豊富な経験を持ち、柔軟で創造的な解決策を提供してくれました。
彼らは新しい視点とアプローチを持っており、日本国内のエンジニアたちとの協力を通じて、意見交換やアイデアの共有が活発に行われました。

特に英語を使ったコミュニケーションがスムーズに進められたことが大きな利点でした。
外国人エンジニアたちは英語を堪能に扱えるため、海外の技術情報やリソースにアクセスする際にも効果的でした。

その結果、プロジェクトの進捗が大幅に改善され、品質向上も実現しました。
特定技能外国人の導入によって、開発プロセスがスピーディーになり、新しい機能の追加やバグ修正も迅速に対応できるようになりました。
さらに外国人エンジニアたちとの文化交流を通じて、チーム全体のモチベーションが高まり、多様性を受け入れる企業文化が醸成されました。






人材紹介でやってくる特定技能外国人の出身国とは？


人材紹介を利用して特定技能外国人の受け入れを行う場合、基本的には採用する国などに制限は定められていません。
特定技能といえば、外国人の出身国が限定されているように感じる人も多いのではないでしょうか。
しかし日本側では国籍を限定しているわけではなく、さまざまな条件が重なった結果、ベトナムやタイなどの出身者が多くなっています。
これには特定技能制度を円滑に進めるために、日本と他国が結んだ二国間協定が影響しています。
二国間協定を締結している国は、ベトナムやカンボジア、インドネシアなどの東南アジアが中心です。
さらに特定技能制度を利用するために必須となっている日本語試験などを条件にすると、日本語学校も多いベトナムが主流になります。
実際のところ技能実習生として活躍しているのはベトナムの出身者が多く、日本にとっても大きな労働力となっています。
ベトナム人に続き多いのが、インドネシア、フィリピンなどの国になるでしょう。






特定技能外国人の人材紹介を受けるのに必要となる費用


特定技能外国人の人材紹介では様々な費用が発生するので注意しなければなりません。
多くの企業経営者はコストをかけずに優秀な労働者を利用できると考えていますが大きな間違いです。
外国人はシビアなビジネス感覚を持っているので日本人のように安い賃金で酷使することはできません。
高圧的な態度で無理な要求を押し付けた場合、日本人ならば対応してくれる可能性があります。
外国人の場合はリアルファイトに発展する可能性があるので、契約内容をしっかりと守ることが大切です。

特定技能外国人の紹介を利用するには専門の会社に手数料を支払う必要があります。
手数料の金額は会社や紹介を受ける労働者の専門分野、スキルなどによって変化します。
ビザの申請にも申請手数料や書類の提出などのコストがかかります。
一部の分野ではビザ取得に検定試験を受ける必要があり受験料が発生します。
他にも健康診断や航空券、宿泊や日常生活などの費用が発生し事業主が負担しなければなりません。






人材紹介を受けた特定技能外国人の活用方法


昨今では、人材の多様性がビジネスの成果を向上させる一方で、国際化が進む現代のビジネス環境において、特定技能外国人の活用は企業にとって必要不可欠となっています。
彼らは独自の専門的な知識やスキルを持ち合わせ、新しい視点や斬新なアイデアを提供することで、とても強い要因となるでしょう。
しかしながら、特定技能外国人を活用するためには、正しいアプローチの方法が求められます。
まずそれぞれが持つスキルや専門知識を最大限に活かすために、各々得意とする分野に適切な業務を割り当てましょう。
これまでの経験を活かして、難易度の高いタスクや専門的な業務を任せることで、よりチーム全体の生産性の向上が期待できます。
つぎに特定技能外国人は異なる文化や背景から来た可能性があります。
そのため日本特有の職場文化や習慣を理解し、きちんとしたサポートすることで、円滑な業務遂行が促進されるでしょう。
またコミュニケーションのミスを最小限に抑えるためにも、これらを理解することがポイントになります。
そして専門的なトレーニングやセミナーへの参加を促し、新たな技術やツールの習得のためのサポートなどを通じて、スキルアップを行なうのも良いでしょう。
人材紹介を通した特定技能外国人の活用方法は、彼らのスキルや経験を最大限に引き出すための環境を整えることが鍵となります。
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